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倉敷市営中洲団地有料駐車場指定管理者業務水準書 
 

この倉敷市営中洲団地有料駐車場指定管理者業務水準書は、倉敷市営住宅条例（平

成９年条例第２５号。以下「市営住宅条例」という。）及び倉敷市営住宅等の管理に

関する規則（平成９年規則第６３号。以下「市営住宅管理規則」という。）、倉敷市

営住宅等指定管理者募集要項（令和７年７月）に定めるもののほか、倉敷市営中洲団

地有料駐車場指定管理者（以下「指定管理者」という。）が倉敷市営住宅等指定管理

者募集要項（令和７年７月）記載の対象施設３について行う業務の詳細について定め

ることを目的とする。特段の規定のない限り、指定管理者が行う事項については次の

とおりとする。 

 

 

１ 目指すべき方向性 

(1) 現状認識   

倉敷市営中洲団地有料駐車場（以下「中洲有料駐車場」という。）については、倉敷

市営中洲団地及び岡山県営中洲団地用合併浄化槽跡地の有効活用として、団地内と周辺

の駐車環境の改善に寄与し、団地住民等の利便性の向上を図るため、平成１７年に設置

され、利用者を募集している。 

中洲有料駐車場は、駐車台数５０台の施設であるが、設置から２０年が経過しており、

今後一層の適切な維持管理が必要となってくる。 

 

(2) 目指すべき方向性  

 ① 利用者の利便性の向上や安全の確保 

 ② 利用率の向上 

 ③ 施設の適正な維持管理 

 

 

２ 管理運営にかかる基本的な考え方 

法令等及び次に掲げる事項を踏まえ、中洲有料駐車場の利用者（以下「利用者」とい

う。）が安心して利用できるよう、日常的に点検を行い、施設の機能を維持するとともに

利用者が快適に施設を利用できる良質な環境を提供すること。  

① 利用者の安全確保を第一とすること  

  ② 利用者にとって快適な施設であることに努めること  

③ 施設の効率的・弾力的運営を行うこと  

④ 適切な広報を行うなど、施設の利用促進を積極的に図ること  

  ⑤ 整理整頓に努め、衛生面に万全を期すこと  

⑥ 魅力ある自主事業を実施するなど、市民サービスの向上に努めること  

  ⑦ 個人情報の保護を徹底すること  
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３ 法令等の遵守 

中洲有料駐車場の管理運営にあたっては、次の各号に掲げる法令等を遵守すること。 

  ① 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）及び公営住宅法施行令（昭和２６年政

令第２４０号） 

  ② 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号） 

  ③ 市営住宅条例及び市営住宅管理規則 

  ④ 倉敷市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１５年条例第５４号）

及び倉敷市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１５年規

則第８４号） 

  ⑤ その他、管理運営に適用される法令   

    

 

４ 管理運営にかかる基準 

 (1) 利用料金 

利用料金は、市営住宅管理規則第３３条に規定する額を限度として、市の承認を経

て指定管理者が定めること。また、利用料金を変更しようとするときも同様とする。  

市営住宅条例第５７条の６第３項の規定に該当する者から減免又は徴収猶予の申請

があった場合は当該利用料金を減免又は徴収の猶予をすること。 

 

(2) 利用許可及びその取消し 

市営住宅条例第５７条の３の規定に該当する者から中洲有料駐車場について利

用許可申請があった場合は、申請書を受理し、倉敷市（以下「市」という。）に

送付すること。なお、同条例第５７条の８第１項各号のいずれかに該当する者に

対しては、利用許可を取り消し、明け渡しを請求すること。 

 

 

５ 主たる業務 

(1) 施設利用者の募集・抽選・決定に関する業務 

  ① 施設利用者の募集は、毎年１月頃に行い、順次抽選会により利用者決定を行うこ

と。（募集期間において利用者が５０人に満たない場合はこの限りではない。） 

ただし、施設利用者（施設利用者と同一世帯である倉敷市営住宅の名義人を含む。）

が、倉敷市営住宅の家賃を３カ月以上滞納している場合には、利用許可をしないこ

と。  

  ② 年度途中で中洲有料駐車場に空きが生じた際にキャンセル待ちがない場合は、速

やかに募集を行い、利用者の決定を行うこと。  

 

(2) 中洲有料駐車場の利用料金に関する業務 
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  ① 利用料金の額の設定（倉敷市の承認が必要）及び徴収に関する業務を行うこと。  

  ② 利用者が決定した場合、契約と同時に年度末までの利用料金を利用者から徴収す

ること。 

  ③ 月の途中での解約・契約は、月３０日の日割り計算し、利用料金の還付・徴収を

行うこと。 

   

(3) 施設使用料の納付に関する業務 

協定書に規定する月別施設使用料を毎月、市の発行する納付書にて翌月１０日まで

に納付すること。 

 

(4) 自動車保管場所使用承諾書の発行に関する業務 

   中洲有料駐車場の使用は、年度ごとの利用許可制であり、継続しての利用ができな

いため、自動車保管場所使用承諾書の発行はできない。 

 

 

６ その他の業務 

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

定期的に施設の巡回点検、清掃を行うこと。なお、これらの業務を第三者に委

託又は請負わせるときは、障がい者又は高年齢者等の雇用の促進を図ること。 

施設及び設備等が破損・損耗等した場合は、市と協議すること。 

ただし、施設及び設備等に係る光熱水費、電球の交換等の消耗品、車止めブロ

ックの交換等は、指定管理者の負担とする。 

 

(2) 安全の確保に関する業務 

   利用者の安全対策、監視体制等について、各種マニュアルを作成し、業務従事

者を指導し、万一に備えて業務従事者を訓練すること。 

   また、緊急対策、防犯、防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを

作成し、業務従事者を指導し、万一に備えて訓練を行うこと。 

 

(3) 施設賠償責任保険の加入に関する業務 

本業務の実施において、指定管理者が付保しなければならない施設賠償責任保険は  

次のとおりとする。  

① 施設賠償責任保険に係る施設の範囲は、倉敷市営住宅等指定管理者募集要項に

規定する対象施設３及びその敷地とする。 

② 身体上の損害については、被害者１名につき１億円以上、かつ、１事故につき

５億円以上のこと。  

③ 財物上の損害については、１事故につき１億円以上のこと。  

④ 個人情報の遺棄・漏洩等に関する損害については、賠償３千万円以上、費用１

百万円以上のこと。  

⑤ 市を被保険者とする特約を付すこと。  
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(4) 人権の尊重及び個人情報保護に関する業務 

   業務の実施にあたっては、利用者等の人権を最大限尊重するとともに、業務従事者 

に対して人権問題の理解や人権意識の啓発のための機会を設けること。  

個人情報保護の重要性を業務従事者に周知・徹底し、万一これが漏洩等した場合、

直ちに市へ報告するとともに対策を講じること。  

 

(5) 業務内容の報告に関する業務 

①  毎月終了後、実績報告書を翌月の１０日までに提出すること 

②  年度終了後、４月２０日までに事業報告書を提出すること 

③  その他、市が必要とする報告書を提出すること 

 

(6) モニタリングに関する業務 

① 年１回以上、利用者アンケートを実施し、集計後、市へ報告すること。  

 ア 実施時期は、１月頃とすること 

 イ 回答数は、２０件以上を目標とすること  

 ウ 回答者に偏りのないように配慮すること  

② 年１回以上、セルフモニタリング（指定管理者自らが業務内容・水準の評価・総 

 括を行うこと）を行い、市へ報告すること。  

③ その他、市が求める事項について、必要な報告を行うこと。  

 

(7) 管理運営のための体制の整備に関する業務 

① 責任者及び担当者  

 施設の管理運営業務の責任者及び担当者を１名ずつ配置のこと。また、管理運営 

に係る担当者の勤務形態等については、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労 

働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、その他労働関係法令を遵守し、管理運営 

に支障のないように配置すること。  

② 研修 

業務従事者に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。  

③ 管理運営体制 

経理業務・受付業務・帳簿作成業務・その他体制の整備に必要な業務を実施する

こと。 

 

 (8) 文書の管理・保存 

   施設管理業務の遂行にあたり、作成し、又は受領した文書等については、適切

に管理・保存すること。 

また、指定管理期間満了後に市の指示に従って引き渡すこと。なお、必要に応

じて保有する書類を提出のうえ説明すること。 

 

(9) 指定期間満了等に伴う引継ぎに関する業務 

次期指定管理者選定のための説明会等を開催する場合には、会場提供、業務内
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容の説明や施設見学などについて協力すること。 

また、次期指定管理者への施設・設備・備品等の引渡し、次期指定管理者の視

察対応、予約者、預かり金の引渡し、業務内容の引継ぎなどを誠実に実施するこ

と。 

   

(10) 地球温暖化防止に関する業務 

施設等から発生する廃棄物の発生抑制、分別及び再資源化に努め、環境負担の軽減

のため省エネルギーにも積極的に努めるなど、倉敷市第三次環境基本計画に沿った取

組みを推進すること  

また、市がエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法

律（昭和５４年法律第４９号）及び地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年

法律第１１７号）に基づくエネルギー使用量調査をはじめとする省エネ・地球温暖化

対策に協力すること。  

 

(11) 障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進 

市では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法

律（平成２４年法律第５０号）第９条の規定に基づき、障がい者就労施設等から

の物品等の調達推進方針を定め、障がい者優先調達を推進しているところである

が、指定管理者においても障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進

を図られたい。 

 

(12) 近隣への配慮・対応に関する業務 

   業務遂行において生じる騒音や利用者による迷惑行為に関し、合理的に要求さ

れる範囲で防止等の配慮を行うとともに、近隣住民等に対する必要な対応を行う

こと。 

 

(13) その他管理運営に関し必要な業務 

倉敷市情報公開条例（平成１０年条例第５号）に基づく情報公開業務に関する

こと。 

 

 

７ 付加的業務及び業務範囲の拡大等 

次に掲げる事項については、指定管理者の経営判断により、その実施を提案すること

ができるものとする。  

市は、次に掲げる事項を基準として提案内容の実施を承認することがある。  

① 市が設置する公の施設として、公益性や公平性の観点から問題がないこと  

② 利用者又は来場者の利便性や快適性等の向上に寄与するものであること  

③ 周辺住民等の生活環境への影響が少ないこと  

④ 民業を過度に圧迫しないこと  
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８ 要求水準 

(1) 利用台数 

達成目標   ４５台以上（年度末） 

   ※過去の利用状況（各年度末の契約台数）  

 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

契約台数 ４５ ５０ ５０ ５０ 

 

(2) 指定管理者認知度及び入居者満足度の向上 

   毎年度、利用者アンケートを実施し、次に掲げる水準を目標とすること 

項  目 
利用者アンケート 

による内容 
目標水準 

全体満足度 

『満足』又は『ほぼ満足』 

と回答した人の割合 

８０％以上 

職員対応満足度 ８０％以上 

安全対策満足度 ８０％以上 

清潔感満足度 ８０％以上 

   ※利用者アンケートは、サンプル数を２０件以上とする。 

 

 ※過去の利用者満足度の状況 

項  目 
実  績 

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

全体満足度 
％ ６４．３％ ５４．２％ ６４．９％ 

回答数 ２７件 １９件 ２４件 

職員対応満足度 
％ ６１．９％ ５７．１％ ６７．６％ 

回答数 ２６件 ２０件 ２５件 

安全対策満足度 
％ ５４．８％ ４０．０％ ６２．１％ 

回答数 ２３件 １４件 ２３件 

清潔感満足度 
％ ６１．９％ ５１．４％ ６７．６％ 

回答数 ２６件 １８件 ２５件 

 

 

９ その他注意事項 

  ① 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定のも

のに有利あるいは不利になる運営をしないこと  

  ② 施設の管理運営に係る各種規定等を作成する場合は、市と協議を行うこと。又、



 7 

作成後は、規定の内容を市へ報告すること 

③ 施設の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合は、適切な対応を 

するとともに、その内容を市へ報告すること 

④ 施設見学や取材及び撮影を希望する者に対しては、運営に支障のない限り、許可

するよう努めること。なお、取材及び撮影に当たっては、利用者の活動に支障がな

いように配慮するとともにプライバシー保護に努めること 

⑤ この業務水準書に規定するほか、指定管理者の業務の内容及び処理について、疑

義が生じた場合は市と協議し決定すること  

 


